
２ 過重労働対策
労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

 過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置に
基づき、次の措置を行う。
① 時間外・休日労働時間の削減、労働時間の状況の把握、健康確保措置等
② 年次有給休暇の確実な取得の促進
③ 勤務間インターバル制度の導入等、労働時間等設定改善指針に基づく
労働時間等の設定の改善

 長時間労働による医師の面接指導の対象となる労働者に対して、
医師による面接指導や保健師・看護師等の産業保健スタッフによる
相談支援を受けるよう勧奨する。

１ メンタルヘルス対策
労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

 ストレスチェックの実施のみにとどまらず、ストレスチェック結
果をもとに集団分析を行い、その集団分析を活用した職場環境の改
善まで行うことで、メンタルヘルス不調の予防を強化する。

 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因す
る問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」に基づ
く取組をはじめ職場におけるハラスメント防止対策に取り組む。

るもい産業安全通信
【vol.６】

留萌労働基準監督署

３ 産業保健活動の推進
労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

 事業場ごとの状況に応じた産業保健活動を行うために必要な産業
保健スタッフを確保し、労働者に対して必要な産業保健サービスを
提供するとともに、産業保健スタッフが必要な研修等が受けられる
よう体制を整備する。

 治療と仕事の両立に関して、支援が必要な労働者が申し出し易い
ように、労働者や管理監督者等に対する研修の実施等の環境整備に
取り組む。

 事業者及び労働者は、医療機関や支援機関等の両立支援コーディ
ネーターを積極的に活用し、治療と仕事の両立の円滑な支援を図る。

労働者の健康確保対策の推進
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増加傾向にある労働災害（特に転倒や腰痛などの災害）の問題を自
分ごととしてとらえ、顧客や消費者も含めたステークホルダー全員で解
決を図るため、趣旨に賛同した企業、団体でコンソーシアムを構成し
労働災害問題の協議や、加盟者間の取組の共有、マッチング、労働
安全衛生に取り組む加盟メンバーの認知度向上などをサポートします。

この情報の詳細については、留萌労働基準監督署 監督・安衛課
(℡：0164-42-0463)までお問い合わせください。

従業員の幸せのためのSAFEコンソーシアム

現在の北海道内の加盟メンバー、
加盟メリット、加盟方法等の詳細は、

ＳＡＦＥコンソーシアムポータルサイトに掲載されています。
右の２次元コードから確認してください。

加盟は無料！

交通誘導警備員の労働災害防止

様々な職種の人が同じ

場所で作業を行う工事現
場で災害を無くすために
は、関係者の作業の連絡
調整とそれぞれの方が現
場のルールを守ることが
必要不可欠です。

命を守る現場の４ルール
１ 警備計画、工事用車両の
作業計画の周知と調整
２ 建設機械やトラックの運
行範囲・死角に入らない
３ 後進時は誘導者の指示
に従い走行する
４ 車両の動き出し前は周囲
の確認と合図を行う

↗北海道労働局リーフレット
「交通誘導警備員がひかれる
死亡災害が多発しています。」

から引用

リーフレットの
ダウンロードは
こちらから


